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全国肢体不自由児者福祉育英基金運営規定 

 

(助成対象) 

第１条 この基金から助成を受けることができる者は、全肢連育英基金設置要綱第 1 条目的、第 6 条

事業に即し、その実施者は、都道府県・地域父母の会並びに個人及び事業所で体不自由児者

の福祉増進に資するもの 

※要綱の目的は第３条 

 

(助成額) 

第２条 助成額は、１事業 ５０，０００円(原則として)以内とする 

   ２ 助成金の額については、事業ごとに運営委員会で決定する 

 

(推薦及び推薦願書)   

第３条 助成金を受けようとするときは、助成金の申請対象が地域父母の会、個人及び事業所の場合 

事業計画書及び予算書を添付し都道府県肢連に提出、都道府県肢連は推薦書を記入の上、

必要書類を添付し運営委員会に提出すること。 

２ 都道府県肢連事業については事業計画書及び予算書を添付し運営委員会に提出するものと

する 

 

(事業計画書及び予算書の提出) 

第４条 助成金申請する事業の計画書（様式１）及び予算書（様式２）を運営委員会に提出するものとす

る 

 

(助成の決定) 

第５条 助成対象の決定は、運営委員会の選考の上行うものとする 

   2 助成対象を決定したときは、都道府県肢連並びに対象事業所(者)に運営委員会より全肢連

福祉育英基金助成交付決定を通知する（様式３) 

   ３ 対象事業所(者)は、通知受理後、速やかに全肢連福祉育英基金助成金交付請求書(様式４)

を運営委員会に提出する 

 

(助成金の交付) 

第６条 助成金は、交付決定後速やかに対象事業所（者）に交付する。 

 

(受領書の提出)→振り込みのため不要 

第７条 助成金の交付を受けた対象事業所(者)は、直ちに受領書(別記第４号様式)を運営委員会に

提出しなければならない。 
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(報告書の提出) 

第８条 対象事業所(者)は、事業終了後、３０日以内に完了報告書（様式５)を運営委員会に提出しな

ければならない。 

 

附則 

 この規定は全肢連育英基金設置要網に基づき施行する 

 

 一部改正 令和５年６月２３日 

一部改正 令和６年６月１３日 

 


